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藤沢市復旧範囲の裁定基準 総則 

 

（はじめに） 

道路は、舗装の継ぎ目がないことが振動や騒音、通行の支障がなく道路の持つ性

能を最大限に生かしている状態であり、道路の持つ本来の性能を保つための維持・

修繕を行うことが道路管理者の責務である。 

しかし、市民生活においてはライフラインその他の事由により、道路の掘削をせざ

るを得ないのが現実である。この場合、占用者等が道路管理者の許可を得て、工事

を施工した責任において、その道路が本来持つ性能に最大限近づける本復旧を行う

ことが求められる。 

この基準は、道路の持つ本来の性能を保ち、市民生活や交通への影響を極力小さ

くするために定めたものである。 

 

（目的） 

第１条 この基準は、藤沢市道路占用規則第 21 条に基づく、藤沢市道における占用

掘削工事等の復旧範囲を示すガイドラインである。なお、ここに示すものに該当し

ない場合や占用者による判断が困難である場合等、例外的な工事については、道

路管理者と個別協議を行うこと。 

 

（基準の適用範囲） 

第 2 条 前条に基づく個別協議もしくは現地立会いにより、道路管理者が復旧範囲を

裁定した場合は、この基準を適用しない。 

 

（舗装構成の指示・調整） 

第 3 条 占用者は、道路占用許可書に示した舗装構成で復旧工事を行うものとする。

ただし、現況道路の舗装構成が許可書に示された舗装構成と異なる場合は、道路

管理者と個別協議を行うこと。 

 

（競合工事の施工調整） 

第 4 条 占用者は、他の占用掘削工事等と競合した場合は、競合業者と十分に施工

調整を行い、本復旧を一本化すること。 

 

（特殊舗装構成の復旧方法） 

第 5 条 藤沢市道路復旧標準断面図に該当しない特殊な舗装構成については、道路

管理者に確認をすること。 

 



復旧等復旧等復旧等復旧等のののの考考考考ええええ方方方方についてについてについてについて

１１１１．．．．通常通常通常通常アスファルトアスファルトアスファルトアスファルト舗装舗装舗装舗装（（（（２２２２号工及号工及号工及号工及び３び３び３び３号工号工号工号工））））

①①①①有効幅員有効幅員有効幅員有効幅員４４４４．．．．００００ｍｍｍｍ以下以下以下以下のののの場合場合場合場合　　　　全幅復旧全幅復旧全幅復旧全幅復旧

舗装復旧範囲

※路 盤 入 替 ※※※※路盤先行路盤先行路盤先行路盤先行をををを行行行行っているっているっているっている場合場合場合場合はははは不要不要不要不要

掘削範囲

As舗装復旧範囲 路盤影響範囲

②②②②有効幅員有効幅員有効幅員有効幅員４４４４．．．．００００ｍｍｍｍをををを越越越越えるえるえるえる場合場合場合場合

・・・・路盤影響範囲路盤影響範囲路盤影響範囲路盤影響範囲、、、、AsAsAsAs舗装復旧範囲舗装復旧範囲舗装復旧範囲舗装復旧範囲がががが道路中心線道路中心線道路中心線道路中心線をまたがないをまたがないをまたがないをまたがない場合場合場合場合　　　　半幅復旧半幅復旧半幅復旧半幅復旧

舗装復旧範囲

道路中心線

※路 盤 入 替

※※※※路盤先行路盤先行路盤先行路盤先行をををを行行行行っているっているっているっている場合場合場合場合はははは不要不要不要不要

掘削範囲

As舗装復旧範囲 路盤影響範囲

　以下に示す基準については、道路に対して横断方向や縦断方向に掘削

した場合に関わらず適用する。また、掘削箇所が道路のどの位置になる場

合でも、同様である。

　また、有効幅員とは、実際に通行する上で支障にならない範囲とするた

め、縁石またはL型側溝は含めない（アスファルト幅員）。

なお、有効幅員の取り方について、判断がつかない場合は必ず事前に道

路管理者に確認すること。



・・・・路盤影響範囲路盤影響範囲路盤影響範囲路盤影響範囲またはAsまたはAsまたはAsまたはAs舗装復旧範囲舗装復旧範囲舗装復旧範囲舗装復旧範囲がががが道路中心線道路中心線道路中心線道路中心線をまたぐをまたぐをまたぐをまたぐ場合場合場合場合　　　　全幅復旧全幅復旧全幅復旧全幅復旧

舗装復旧範囲

※路 盤 入 替

道路中心線

※※※※路盤先行路盤先行路盤先行路盤先行をををを行行行行っているっているっているっている場合場合場合場合はははは不要不要不要不要

掘削範囲

As舗装復旧範囲 路盤影響範囲

③③③③車線車線車線車線があるがあるがあるがある道路道路道路道路のののの場合場合場合場合

・・・・一一一一つのつのつのつの車線車線車線車線でAsでAsでAsでAs舗装影響範囲舗装影響範囲舗装影響範囲舗装影響範囲がががが収収収収まるまるまるまる場合場合場合場合

車線

車線

車線 舗装復旧範囲

車線 ※路 盤 入 替 車線もしくは絶縁線

※※※※路盤先行路盤先行路盤先行路盤先行をををを行行行行っているっているっているっている場合場合場合場合はははは不要不要不要不要

掘削範囲

As舗装復旧範囲 路盤影響範囲

※※※※路肩及路肩及路肩及路肩及びびびび中央帯中央帯中央帯中央帯、、、、並並並並びにびにびにびに各々各々各々各々にににに含含含含まれるまれるまれるまれる側帯側帯側帯側帯にかかるにかかるにかかるにかかる部分部分部分部分についてはについてはについてはについては

　 　 　 　 別途道路管理者別途道路管理者別途道路管理者別途道路管理者とととと協議協議協議協議するものとするするものとするするものとするするものとする。。。。

※※※※路盤影響範囲路盤影響範囲路盤影響範囲路盤影響範囲またはAsまたはAsまたはAsまたはAs舗装復旧範囲舗装復旧範囲舗装復旧範囲舗装復旧範囲がががが車線車線車線車線をまたぐをまたぐをまたぐをまたぐ場合場合場合場合、、、、該当車線該当車線該当車線該当車線までをまでをまでをまでを本復旧本復旧本復旧本復旧することすることすることすること。。。。



２２２２．．．．そのそのそのその他他他他のののの舗装舗装舗装舗装

①コンクリート①コンクリート①コンクリート①コンクリート舗装舗装舗装舗装（（（（１１１１号工号工号工号工））））及及及及びコンクリートびコンクリートびコンクリートびコンクリート下地下地下地下地のタイルのタイルのタイルのタイル舗装舗装舗装舗装（（（（７７７７号工号工号工号工（（（（２２２２））））））））

・幅員にかかわらず伸縮目地までのブロック単位で復旧とする。

　また、伸縮目地がない場合は個別協議を行うこと。

②②②②歩道歩道歩道歩道（（（（５５５５号工号工号工号工））））

・幅員にかかわらず全幅の復旧とする。

③③③③未舗装道路未舗装道路未舗装道路未舗装道路（（（（６６６６号工号工号工号工））））

・掘削範囲を埋め戻すこと。ただし、掘削範囲周辺はアスファルト舗装同様に、

　影響をうけるものと考え、十分な転圧等、適切な対策を講じること。

④④④④平板平板平板平板ブロックブロックブロックブロック（（（（７７７７号工号工号工号工（（（（１１１１））））））））及及及及びインターロッキングブロックびインターロッキングブロックびインターロッキングブロックびインターロッキングブロック等等等等（（（（７７７７号工号工号工号工（（（（３３３３））））））））

・幅員にかかわらず掘削範囲とその周り０．３ｍを復旧範囲とする。

　なお、復旧範囲がブロックにかかった場合は、そのブロックまで復旧すること。

３３３３．．．．個別個別個別個別にににに協議協議協議協議がががが必要必要必要必要なななな代表的事例代表的事例代表的事例代表的事例

①①①①幅員幅員幅員幅員がががが一様一様一様一様でないでないでないでない場合場合場合場合

・元道の幅員が一定していないとき

有効幅員 有効幅員

４．０ｍ以下 ４．０ｍを越える

・開発行為やセットバック等により、同一路線の一部が拡幅されているとき

・道路構造物等により、同一路線の幅員が一定しないとき

縁石

Ｌ型側溝

道路道路道路道路

道路道路道路道路

有効幅員４．０ｍ以下 有効幅員４．０ｍを越える



②②②②掘削規制箇所掘削規制箇所掘削規制箇所掘削規制箇所

４４４４．．．．斜斜斜斜めめめめ復旧復旧復旧復旧

復旧ライン

※路 盤 入 替

※※※※路盤先行路盤先行路盤先行路盤先行をををを行行行行っているっているっているっている場合場合場合場合はははは不要不要不要不要

通常の復旧幅

５５５５．．．．交差点内交差点内交差点内交差点内のののの復旧範囲復旧範囲復旧範囲復旧範囲についてについてについてについて

有効幅員４．０ｍ以下

既設絶縁線

有効幅員４．０ｍ以下

既設絶縁線

工事後の復旧に起因する振動、騒音への対策として、現在藤沢市では復旧を

斜めに施工する斜め復旧を試行的に実施している。

幹線道路またはバス路線等に該当する、特に交通量の多い路線（２号工）につ

いては個別に道路管理者と協議を行い、道路管理者の指示に従うこと。

以下に示す交差点内の復旧範囲は標準的な復旧範囲を示したものであるが、

変則的な交差点または角切部であったり、掘削範囲がずれている場合には、

個別に道路管理者と協議を行い、道路管理者の指示に従うこと。

・一般車道等については４．０ｍ、幹線道路またはバス路線等については９．０

m等、通常の範囲とは異なる復旧を指示する場合があるため

有効幅員４．０ｍ以下

有効幅員４．０ｍ以下



有効幅員４．０ｍ以下

既設絶縁線がない場合

既設絶縁線

有効幅員４．０ｍ以下

As舗装復旧範囲

道路中心線

有効幅員

４．０ｍを越える

歩道

車道車道

センターライン

歩道

有効幅員４．０ｍ以下

有効幅員４．０ｍ以下



有効幅員４．０ｍ以下

As舗装復旧範囲

有効幅員４．０ｍ以下

有効幅員４．０ｍ以下

As舗装復旧範囲 有効幅員４．０ｍを越える

As舗装復旧範囲

有効幅員４．０ｍ以下

有効幅員４．０ｍ以下

As舗装復旧範囲 有効幅員４．０ｍを越える

As舗装復旧範囲

有効幅員４．０ｍを越える

道路中心線

道路中心線

有効幅員４．０ｍ以下

道路中心線



６６６６．．．．復旧影響範囲算出方法復旧影響範囲算出方法復旧影響範囲算出方法復旧影響範囲算出方法

①２①２①２①２号工号工号工号工　　　　直堀直堀直堀直堀のののの場合場合場合場合

hhhh

１：０．３

As影響幅 As影響幅

０．３ｍ ０．３×ｈ ｍ ０．３×ｈ ｍ ０．３ｍ

ｈ＝最深掘削長

※※※※路盤先行路盤先行路盤先行路盤先行をををを行行行行うううう場合場合場合場合はははは、、、、３３３３号工号工号工号工のののの直堀直堀直堀直堀にににに準準準準ずるずるずるずる。（。（。（。（網掛網掛網掛網掛けけけけ部分部分部分部分のののの復旧復旧復旧復旧はははは不要不要不要不要となるとなるとなるとなる））））

②２②２②２②２号工号工号工号工　　　　法堀法堀法堀法堀のののの場合場合場合場合

As影響幅 As影響幅

０．３ｍ ０．３ｍ ０．３ｍ ０．３ｍ

路盤

路床

路盤入替 掘削幅

路盤入替

路床

As舗装

路盤

路盤入替 掘削幅

As舗装

以下以下以下以下にににに示示示示すすすす方法方法方法方法によりによりによりにより算出算出算出算出したしたしたした復旧幅復旧幅復旧幅復旧幅が１が１が１が１．．．．５５５５ｍｍｍｍにににに満満満満たないたないたないたない場合場合場合場合にはにはにはには、、、、１１１１．．．．５５５５ｍｍｍｍ

をもってをもってをもってをもって舗装復旧幅舗装復旧幅舗装復旧幅舗装復旧幅とするとするとするとする。。。。

路盤入替



③３③３③３③３号工号工号工号工　　　　直堀直堀直堀直堀のののの場合場合場合場合

hhhh

０．３×ｈ ｍ ０．３×ｈ ｍ

ｈ＝最深掘削長

④３④３④３④３号工号工号工号工　　　　法堀法堀法堀法堀のののの場合場合場合場合

As影響幅 As影響幅

０．３ｍ ０．３ｍ

⑤５⑤５⑤５⑤５号工号工号工号工　　　　直堀直堀直堀直堀のののの場合場合場合場合

As影響幅

０．３ｍ ０．３ｍ

路床

As影響幅 掘削幅

As舗装

路盤

As舗装

路盤

路床

As影響幅 掘削幅

路床

掘削幅

As舗装

路盤

As影響幅



⑥５⑥５⑥５⑥５号工号工号工号工　　　　法堀法堀法堀法堀のののの場合場合場合場合

As影響幅 As影響幅

０．３ｍ ０．３ｍ

７７７７．．．．競合工事競合工事競合工事競合工事のののの場合場合場合場合のののの復旧方法復旧方法復旧方法復旧方法

①隣接する競合工事のAs舗装影響範囲が１．５ｍ以下になる場合

舗装復旧範囲

※路盤入替 ※路盤入替

※※※※路盤先行路盤先行路盤先行路盤先行をををを行行行行っているっているっているっている

　 　 　 　 場合場合場合場合はははは不要不要不要不要

掘削範囲

As舗装影響範囲 １１１１．．．．５５５５ｍｍｍｍ以下以下以下以下のののの場合場合場合場合

路盤影響範囲

②既設の絶縁線とAs舗装影響範囲が１．５ｍ以下になる場合

舗装復旧範囲

※路盤入替 既設絶縁線

※※※※路盤先行路盤先行路盤先行路盤先行をををを行行行行っているっているっているっている

　 　 　 　 場合場合場合場合はははは不要不要不要不要

掘削範囲

As舗装影響範囲 １１１１．．．．５５５５ｍｍｍｍ以下以下以下以下のののの場合場合場合場合

路盤影響範囲

As舗装

路盤

路床

掘削幅

舗装構成にかかわらずアスファルト舗装である場合には、以下の基準を適用

する。ただし、同一路線に連続して複数箇所の掘削を行う場合、以下の基準に

よらず一括復旧を指示する場合があるため、必ず事前に道路管理者に確認を



８８８８．．．．舗装構成舗装構成舗装構成舗装構成（（（（標準標準標準標準））））

単位mm　

１号工(参考) コンクリート 150 ５号工(１)

　色－橙 ＲＭ ３０ 200

ＲＣ ４０ 250

５号工(２)

２－１号工 Ａ ｓ 密 粒  50

　色－赤 Ａ ｓ 粗 粒  50

Ａｓ安定処理 100

ＲＭ ３０ 200

ＲＣ ４０ 200

２－２号工 Ａ ｓ 密 粒  50

　色－黄 Ａ ｓ 粗 粒  50

Ａｓ安定処理 100

６号工(参考)

ＲＭ ３０ 100

ＲＣ ４０ 200

７号工（歩道）

 （１）　平板ブロック

２－３号工 Ａｓ密粒  50

　色－茶 Ａｓ粗粒  50

ＲＭ ３０ 100

ＲＣ ４０ 200  （２）　タイル舗装

２－４号工 Ａｓ密粒  50

　色－灰 Ａｓ粗粒  50

ＲＭ ３０ 200

 （３）　インターロッキングブロック

３号工(１) Ａｓ密粒  50

ＲＭ ３０ 100

ＲＣ ４０ 150

３号工(２) Ａｓ密粒  50

ＲＭ ３０ 200

※１：上記以外の特殊舗装等については、事前に道路管理者に確認すること。

※２：路盤材については再生材の使用を奨励します。製品詳細については、リサイクルセンターに確認すること。

　　　 リサイクルセンター　℡0466-45-7636

５号工(３)

 車両乗入部

５号工(４)

 車両乗入部

山砂・砂・砕石ダスト・良質な土砂

（30ＲＣＲＭ毎の転圧）

鉄網φ6  200×200

ＲＣ ４０

コンクリート（１８－８）

ＲＣ ４０

ＲＣ ４０

砂目地（荒目）

化粧目地（モルタル１：２）

30

30

30

100

100

100

100

砂目地（荒目）

敷砂（荒目）

敷砂（荒目）

モルタル（１：３）

Ａｓ密粒

ＲＭ ３０

30

100

Ａｓ透水

ＲＣ ４０

50

150

Ａｓ密粒

ＲＣ ４０

50

200

50

300

50
Ａｓ密粒

ＲＭ ３０

Ａｓ粗粒

ＲＭ ３０ 100

※普通車の車両乗入部については、As透水 50mm、RC-40 200mm

砂 100mmを標準とする。

※３号工

(1) 藤沢バイパスより北部方面

及び西富、大鋸、弥勒寺、宮前、小塚

高谷、渡内、村岡東、藤が岡、川名

柄沢、片瀬山、片瀬目白山の各地区

(2) 上記(1)以外の地区

※モルタルは水練りを使用すること。


